
 

 

結 果 の 概 要 

 

【事業所調査】 

１ メンタルヘルス対策に関する事項 

(1) メンタルヘルス不調により連続１か月以上休業した労働者又は退職した労働者の状況 

過去１年間（令和４年11月１日から令和５年10月31日までの期間）にメンタルヘルス不調により連

続１か月以上休業した労働者又は退職した労働者がいた事業所の割合は13.5％［令和４年調査

13.3％］となっている。 

このうち、連続１か月以上休業した労働者がいた事業所の割合は10.4％［同10.6％］、退職した労

働者がいた事業所の割合は6.4％［同5.9％］となっている。 

また、メンタルヘルス不調により連続１か月以上休業した労働者の割合は0.6％［同0.6％］、退職

した労働者の割合は0.2％［同0.2％］となっている。（第１表） 

 

第１表 過去１年間にメンタルヘルス不調により連続１か月以上休業した労働者 

又は退職者がいた事業所割合及び労働者割合

 

令和５年 （単位:％）

合 計 100.0  13.5  10.4  6.4 100.0  0.6  0.2  
（ 事 業 所 規 模 ）
　1,000 人以上 100.0  91.2  88.1  67.4 100.0  1.0  0.2  
　　500 ～ 999人 100.0  87.2  85.4  58.0 100.0  1.2  0.3  
  　300 ～ 499人 100.0  74.1  70.0  42.1 100.0  0.7  0.2  
　　100 ～ 299人 100.0  55.3  52.4  26.0 100.0  0.6  0.2  
　 　50 ～　99人 100.0  28.2  22.9  14.6 100.0  0.5  0.2  
　　 30 ～　49人 100.0  16.0  10.5  8.2 100.0  0.4  0.3  
  　 10 ～　29人 100.0  7.5  5.1  3.1 100.0  0.3  0.2  
（ 産 業 ）
　農業,林業（林業に限る。） 100.0  11.7  6.7  8.6 100.0  0.3  0.4  
　鉱業，採石業，砂利採取業 100.0  6.6  4.3  2.3 100.0  0.4  0.1  
　建設業 100.0  10.3  6.7  4.5 100.0  0.4  0.2  
　製造業 100.0  16.8  14.2  6.9 100.0  0.7  0.2  
　電気・ガス・熱供給・水道業 100.0  23.3  23.3  2.0 100.0  0.8  0.0  
　情報通信業 100.0  32.4  28.9  14.7 100.0  1.3  0.3  
　運輸業，郵便業 100.0  11.6  9.9  4.8 100.0  0.4  0.2  
　卸売業，小売業 100.0  9.0  7.0  4.7 100.0  0.4  0.2  
　金融業，保険業 100.0  22.3  17.2  10.0 100.0  1.0  0.5  
　不動産業,物品賃貸業 100.0  8.4  5.7  3.7 100.0  0.4  0.2  
　学術研究，専門・技術サービス業 100.0  23.4  22.2  5.1 100.0  1.1  0.1  
　宿泊業，飲食サービス業 100.0  8.2  6.1  3.1 100.0  0.4  0.2  
　生活関連サービス業，娯楽業 100.0  11.0  7.9  4.1 100.0  0.3  0.2  
　教育，学習支援業 100.0  20.8  16.2  7.9 100.0  0.6  0.2  
　医療，福祉 100.0  17.6  11.2  12.0 100.0  0.6  0.4  
　複合サービス事業 100.0  19.0  15.2  6.9 100.0  0.7  0.2  
　サービス業（他に分類されないもの） 100.0  14.9  11.7  6.5 100.0  0.4  0.2  

 
令和４年 合計 100.0  13.3  10.6  5.9  100.0  0.6  0.2  

注：1) 　メンタルヘルス不調による連続１か月以上休業した労働者及び退職した労働者には、受け入れている派遣労働
　　　 者は含まれない。

　　3) 　同じ労働者が複数回連続１か月以上休業した場合は、１人として計上している。
　　2) 　同じ労働者が連続１か月以上休業した後に退職した場合は、「退職した労働者」のみに計上している。
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(2) メンタルヘルス対策への取組状況 

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合は63.8％［令和４年調査63.4％］となってい

る。 

メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所について、取組内容（複数回答）をみると、「ストレ

スチェックの実施」が65.0％[同63.1％]と最も多く、次いで「メンタルヘルス不調の労働者に対する

必要な配慮の実施」が49.6％[同53.6％]となっている。（第２表） 

 

第２表 メンタルヘルス対策の取組内容（複数回答）別事業所割合

 

令和５年 （単位:％）

合 計 [ 63.8]  100.0  27.9  19.0  33.1  33.3  30.5  13.9  48.7  31.5  
（ 事 業 所 規 模 ）
　1,000 人以上 [100.0]  100.0  82.4  64.2  64.9  76.6  72.8  55.6  96.6  73.0  
　　500 ～ 999人 [ 99.5]  100.0  73.1  55.4  64.9  66.9  66.5  48.2  95.4  61.5  
  　300 ～ 499人 [ 99.8]  100.0  75.5  51.8  60.5  65.6  70.1  37.5  93.3  54.3  
　　100 ～ 299人 [ 96.6]  100.0  63.5  35.7  54.1  50.7  47.7  27.8  78.8  43.7  
　 　50 ～　99人 [ 87.4]  100.0  46.5  27.2  44.9  38.4  33.3  15.2  67.6  33.9  
　　 30 ～　49人 [ 71.8]  100.0  26.3  17.1  35.5  32.4  28.5  12.9  43.1  31.2  
  　 10 ～　29人 [ 56.6]  100.0  19.4  15.0  27.0  29.6  27.4  11.5  41.9  29.1  
（再掲）50人以上 [ 91.3]  100.0  54.6  32.4  49.5  45.0  41.2  21.8  73.6  39.3  

 
令和４年  
合 計 [ 63.4] 100.0  29.6  23.3  36.7  37.0  33.7  13.8  51.4  34.5
（ 事 業 所 規 模 ）
　 　50人以上 [ 91.1] 100.0  53.8  30.8  48.5  41.3  39.0  21.6  73.1  47.7  
　　 30 ～  49人 [ 73.1] 100.0  31.8  24.2  40.3  39.7  37.4  16.6  51.9  36.2  
  　 10 ～　29人 [ 55.7] 100.0  20.9  20.6  31.9  34.8  31.0  10.5  44.0  29.6  

合 計 65.0  25.1  45.0  3.6  2.8  10.0  11.1  49.6  1.9  
（ 事 業 所 規 模 ）
　1,000 人以上 99.9  78.4  89.7  3.4  6.7  23.7  42.0  82.6  5.2  
　　500 ～ 999人 99.7  74.3  80.8  1.2  5.7  14.3  32.1  80.8  8.2  
  　300 ～ 499人 97.7  63.0  75.6  0.7  6.0  18.1  23.6  81.0  3.4  
　　100 ～ 299人 94.9  39.5  61.1  0.7  3.1  17.8  17.6  63.0  0.6  
　 　50 ～　99人 85.2  25.9  57.1  1.1  3.4  10.1  10.2  53.9  1.6  
　　 30 ～　49人 58.1  28.3  47.1  4.4  2.9  10.5  12.2  48.7  3.1  
  　 10 ～　29人 58.6  21.3  39.4  4.2  2.5  8.8  9.7  46.6  1.7  
（再掲）50人以上 89.6  34.1  60.3  1.0  3.5  13.3  14.3  59.3  1.5  

令和４年
合 計 63.1  23.9  46.1  3.7  4.4  12.4  15.3  53.6  4.2
（ 事 業 所 規 模 ）
　 　50 人以上 93.0  32.0  53.1  1.4  5.0  16.9  19.8  57.7  4.1
　　 30 ～  49人 61.7  29.4  50.7  8.4  8.1  20.5  18.8  56.1  4.0
  　 10 ～　29人 53.5  19.7  42.5  3.2  3.2  8.8  12.9  51.6  4.2

注：1)　 [　]は、全事業所を100としたメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合である。
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(3) ストレスチェック結果の活用状況 

ストレスチェックを実施した事業所のうち、結果の集団（部、課など）ごとの分析を実施した事業

所の割合は69.2％[令和４年調査72.2％]であり、その中で分析結果を活用した事業所の割合は

78.0％[同80.2％]となっている（第３表、第４表）。 

 

第３表 ストレスチェック結果の集団（部、課など）ごとの分析実施の有無別事業所割合 

 
 

第４表 ストレスチェック結果の集団（部、課など）ごとの分析結果の活用の有無 

及び活用内容（複数回答）別事業所割合 

 

令和５年 （単位:％）

合 計 [ 65.0] 100.0  69.2  29.5  
（ 事 業 所 規 模 ）
　1,000 人以上 [ 99.9] 100.0  94.5  4.0  
　　500 ～ 999人 [ 99.7] 100.0  92.3  7.2  
  　300 ～ 499人 [ 97.7] 100.0  91.3  7.5  
　　100 ～ 299人 [ 94.9] 100.0  79.4  19.3  
　 　50 ～　99人 [ 85.2] 100.0  76.3  23.1  
　　 30 ～　49人 [ 58.1] 100.0  69.1  30.1  
  　 10 ～　29人 [ 58.6] 100.0  64.4  34.0  
（再掲）50人以上 [ 89.6] 100.0  78.9  20.2  

令和４年　合計 [ 63.1]  100.0 72.2  27.2  

注：1)　[　]は、メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所を100としたストレスチェックを実施した事業所の割合である。
　　2)　「ストレスチェックを実施した事業所計」には、ストレスチェック結果の集団ごとの分析の有無不明が含まれる。

区　　分
ストレスチェックを実施した事業所

計 1)2)

ストレスチェック結果の集
団（部、課など）ごとの分
析を実施した

ストレスチェック結果の集
団（部、課など）ごとの分
析を実施していない

令和５年 （単位:％）

合 計 [ 69.2] 100.0  78.0  (100.0)  ( 34.1)  ( 30.2)  ( 55.7)  ( 18.8)  
（ 事 業 所 規 模 ）
　1,000 人以上 [ 94.5] 100.0  86.2  (100.0)  ( 39.0)  ( 38.8)  ( 48.4)  ( 27.1)  
　　500 ～ 999人 [ 92.3] 100.0  84.8  (100.0)  ( 32.5)  ( 35.6)  ( 49.1)  ( 23.8)  
  　300 ～ 499人 [ 91.3] 100.0  88.9  (100.0)  ( 29.9)  ( 24.5)  ( 54.5)  ( 17.6)  
　　100 ～ 299人 [ 79.4] 100.0  80.3  (100.0)  ( 29.6)  ( 27.3)  ( 50.1)  ( 16.9)  
　 　50 ～　99人 [ 76.3] 100.0  79.9  (100.0)  ( 31.0)  ( 27.7)  ( 54.0)  ( 22.7)  
　　 30 ～　49人 [ 69.1] 100.0  79.3  (100.0)  ( 28.9)  ( 29.1)  ( 56.3)  ( 19.0)  
  　 10 ～　29人 [ 64.4] 100.0  75.8  (100.0)  ( 37.8)  ( 32.1)  ( 57.6)  ( 17.6)  
（再掲）50人以上 [ 78.9] 100.0  80.9 (100.0)  ( 30.7)  ( 27.8)  ( 52.4)  ( 20.4)  

令和４年　合計 [ 72.2] 100.0 80.2 (100.0) ( 35.8) ( 34.8) ( 50.4) ( 21.5)

合 計 ( 37.1)  ( 38.9)  ( 23.9)  ( 6.0)  ( 31.9)  ( 3.7)  17.5
（ 事 業 所 規 模 ）
　1,000 人以上 ( 45.1)  ( 57.1)  ( 49.7)  ( 14.7)  ( 54.6)  ( 5.6)  12.9
　　500 ～ 999人 ( 35.9)  ( 43.7)  ( 29.9)  ( 6.0)  ( 46.9)  ( 5.2)  12.3
  　300 ～ 499人 ( 30.1)  ( 42.3)  ( 30.4)  ( 7.6)  ( 57.5)  ( 2.4)  6.9
　　100 ～ 299人 ( 29.3)  ( 46.8)  ( 25.0)  ( 7.8)  ( 49.7)  ( 3.8)  18.3
　 　50 ～　99人 ( 38.6)  ( 37.5)  ( 22.6)  ( 5.7)  ( 41.1)  ( 3.8)  16.2
　　 30 ～　49人 ( 36.6)  ( 47.6)  ( 29.2)  ( 7.1)  ( 30.1)  ( 2.4)  15.8
  　 10 ～　29人 ( 38.8)  ( 34.7)  ( 21.9)  ( 5.2)  ( 23.4)  ( 4.0)  18.7
（再掲）50人以上 ( 34.8)  ( 41.6)  ( 24.7)  ( 6.7)  ( 45.6)  ( 3.8)  16.2  

令和４年　合計 ( 42.4) ( 47.8) ( 29.9) ( 8.0) ( 38.8) ( 9.4) 17.7

 　　2)　「ストレスチェック結果の集団（部、課など）ごとの分析を実施した事業所計」には、分析結果の活用の有無不明が含まれる。　　　
　　3)　(　)は、「分析結果を活用した」事業所を100とした割合である。

注：1)　[　]は、ストレスチェックを実施した事業所を100としたストレスチェック結果の集団（部、課など）ごとの分析を実施した事業所
　　　の割合である。
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２ 産業保健に関する事項 

産業保健の取組を行っている事業所の割合は87.1％となっている。 

このうち、産業保健の取組内容（複数回答）をみると、「健康診断結果に基づく保健指導」が74.7％

と最も多く、次いで「メンタルヘルス対策（相談体制の整備、ストレスチェック結果を踏まえた職場環

境改善等）」が74.2％となっている。（第５表） 

 

第５表 産業保健の取組の有無及び取組内容（複数回答）別事業所割合 

令和５年 （単位:％）

合 計 100.0  87.1  (100.0)  ( 74.7)  ( 61.0)  ( 25.2)  ( 74.2)  

（ 事 業 所 規 模 ）

　1,000 人以上 100.0  100.0  (100.0)  ( 94.6)  ( 89.1)  ( 74.9)  (100.0)  

　　500 ～ 999人 100.0  99.9  (100.0)  ( 92.4)  ( 85.4)  ( 62.7)  ( 99.5)  

  　300 ～ 499人 100.0  99.8  (100.0)  ( 91.9)  ( 86.2)  ( 50.3)  (100.0)  

　　100 ～ 299人 100.0  98.8  (100.0)  ( 87.6)  ( 77.4)  ( 43.0)  ( 97.9)  

　 　50 ～　99人 100.0  96.6  (100.0)  ( 83.8)  ( 70.1)  ( 31.8)  ( 90.9)  

　　 30 ～　49人 100.0  91.6  (100.0)  ( 82.1)  ( 62.7)  ( 23.5)  ( 78.8)  

  　 10 ～　29人 100.0  84.0  (100.0)  ( 70.5)  ( 57.6)  ( 22.6)  ( 68.5)  

（再掲）50人以上 100.0  97.6  (100.0)  ( 85.7)  ( 73.7)  ( 37.4)  ( 93.8)  

合 計 ( 34.8)  ( 29.2)  ( 10.5)  ( 7.0)  ( 29.9)  ( 0.5)  12.5  

（ 事 業 所 規 模 ）

　1,000 人以上 ( 40.3)  ( 63.8)  ( 69.4)  ( 35.9)  ( 75.0)  ( 0.4)  -  

　　500 ～ 999人 ( 48.6)  ( 53.6)  ( 43.7)  ( 26.5)  ( 62.0)  ( 2.5)  -  

  　300 ～ 499人 ( 37.8)  ( 52.2)  ( 52.4)  ( 19.4)  ( 54.0)  ( 0.4)  0.2  

　　100 ～ 299人 ( 40.9)  ( 38.3)  ( 30.0)  ( 14.4)  ( 46.5)  ( 0.2)  1.2  

　 　50 ～　99人 ( 40.8)  ( 31.5)  ( 16.4)  ( 9.9)  ( 32.2)  ( 0.1)  3.4  

　　 30 ～　49人 ( 33.9)  ( 26.5)  ( 9.1)  ( 8.2)  ( 31.0)  ( 0.5)  7.5  

  　 10 ～　29人 ( 33.5)  ( 28.2)  ( 7.7)  ( 5.4)  ( 27.6)  ( 0.6)  15.5  

（再掲）50人以上 ( 40.9)  ( 35.5)  ( 23.6)  ( 12.5)  ( 38.9)  ( 0.2)  2.4  

    2)　(　)は、「産業保健の取組を行っている」事業所を100とした割合である。

私傷病（が
ん、精神障害
等）を抱える
労働者の治療
と仕事の両立
支援

その他

注：1)　「事業所計」には、産業保健の取組の有無不明が含まれる。

メンタルヘル
ス対策（相談
体制の整備、
ストレス
チェック結果
を踏まえた職
場環境改善
等）

産業保健の取組を行ってい

る 2)区　　分 事業所計 1)
健康診断結果
に基づく保健
指導

健康診断の結
果、治療・服
薬・就業上の
配慮等の健康
管理上の措置
が必要な者に
対する指導、
支援、相談

睡眠、喫煙、
飲酒等に関す
る健康的な生
活に向けた教
育や相談

産業保健の取組内容（複数回答）

産業保健の取組内容（複数回答）

区　　分
産業保健の取
組を行ってい
ない

高年齢労働者
の身体的機能
の低下等を踏
まえた就業上
の配慮

女性の健康課
題（更年期障
害、月経関連
の症状・疾病
等）に対する
配慮、支援

化学物質等の
有害物を取り
扱う者に対す
る健康診断等
の健康管理

テレワークを
行う労働者に
対する健康相
談体制や適正
な作業環境の
整備等



 

 

３ 労働災害防止対策に関する事項 

(1) 労働者の転倒防止対策の取組状況 

労働者の転倒を防止するための対策の取組状況をみると、「物理的対策」では「設備・装備などの

対策（職場内の手すり、滑りにくい床材の導入・靴の使用、段差の解消、照度の確保等）、整理・整

頓・清掃の徹底など」に取り組んでいる事業所の割合が78.1％、「身体的要因を考慮した対策」では

「骨密度、ロコモ度等のチェックによる転倒やけがのリスクの見える化」に取り組んでいる事業所の

割合が6.6％、「転びにくい、又はけがをしにくい身体づくりのための取組（専門家等による運動指

導、スポーツの推進等）」に取り組んでいる事業所の割合が13.4％となっている（第６表）。 

 

第６表 労働者の転倒を防止するための対策の取組の有無別事業所割合   

 

  

令和５年 （単位:％）

合 計 100.0  78.1  17.6  6.6  81.2  13.4  75.3  

（ 事業 所規 模）

　1,000 人以上 100.0  91.7  7.0  21.5  67.5  45.2  48.8  

　　500 ～ 999人 100.0  87.9  4.7  13.9  71.6  37.2  49.3  

  　300 ～ 499人 100.0  89.8  9.6  10.9  78.7  31.8  64.8  

　　100 ～ 299人 100.0  90.0  7.9  8.2  82.1  31.3  62.3  

　 　50 ～　99人 100.0  90.0  7.7  10.3  78.6  20.4  70.5  

　　 30 ～　49人 100.0  81.0  15.1  5.7  81.3  13.5  74.7  

  　 10 ～　29人 100.0  75.1  20.0  6.2  81.5  11.1  77.2  

注：1)　「事業所計」には、各転倒防止対策の取組の有無不明が含まれる。

設備・装備などの対策
（職場内の手すり、滑
りにくい床材の導入・
靴の使用、段差の解
消、照度の確保等）、
整理・整頓・清掃の徹
底など

物理的対策

骨密度、ロコモ度等の
チェックによる転倒や
けがのリスクの見える
化

取り組んで
いる

取り組んで
いない

区　　分 事業所計 
1)

取り組んで
いる

取り組んで
いない

転びにくい、又はけが
をしにくい身体づくり
のための取組（専門家
等による運動指導、ス
ポーツの推進等）

取り組んで
いる

取り組んで
いない

身体的要因を考慮した対策



 

 

(2) 労働安全衛生法に基づく雇入れ時教育の実施状況 

労働安全衛生法に基づく雇入れ時教育を実施している事業所の割合は56.1％となっている。 

実施している労働者の就業形態（複数回答）をみると、「正社員」に実施している事業所の割合は

54.9％、「契約社員」に実施している事業所の割合は26.8％、「パートタイム労働者」に実施している

事業所の割合は34.2％となっている。（第７表） 

 

第７表 労働安全衛生法に基づく雇入れ時教育の実施の有無及び 

         実施している労働者の就業形態（複数回答）別事業所割合 

  

令和５年 （単位:％）

合 計 100.0  56.1  54.9  26.8  34.2  39.8  

（ 事 業 所 規 模 ）

　1,000 人以上 100.0  84.0  84.0  74.6  54.5  14.9  

　　500 ～ 999人 100.0  87.1  86.4  68.5  58.9  10.9  

  　300 ～ 499人 100.0  89.1  88.6  69.4  61.5  10.6  

　　100 ～ 299人 100.0  80.1  79.8  59.4  53.2  18.2  

　 　50 ～　99人 100.0  71.2  70.2  43.8  51.0  26.8  

　　 30 ～　49人 100.0  66.8  65.2  34.2  42.2  30.4  

  　 10 ～　29人 100.0  50.0  48.9  20.4  28.8  45.2  

（ 産 業 ）

　農業,林業（林業に限る。） 100.0  75.8  74.8  19.2  16.6  21.8  

　鉱業，採石業，砂利採取業 100.0  71.9  71.9  29.8  26.3  25.8  

　建設業 100.0  80.0  80.0  23.5  19.5  17.1  

　製造業 100.0  64.8  64.4  32.6  40.8  32.0  

　電気・ガス・熱供給・水道業 100.0  90.2  89.2  54.3  38.3  8.8  

　情報通信業 100.0  52.8  52.5  35.3  22.3  45.0  

　運輸業，郵便業 100.0  72.0  71.7  30.9  32.2  24.8  

　卸売業，小売業 100.0  51.4  49.4  23.1  33.1  41.3  

　金融業，保険業 100.0  54.4  53.6  24.6  35.0  42.6  

　不動産業,物品賃貸業 100.0  44.1  43.6  25.8  27.2  52.7  

　学術研究，専門・技術サービス業 100.0  56.3  55.1  28.7  28.1  43.7  

　宿泊業，飲食サービス業 100.0  48.1  46.2  28.0  37.8  47.3  

　生活関連サービス業，娯楽業 100.0  45.0  43.3  21.4  29.0  51.0  

　教育，学習支援業 100.0  33.0  33.0  11.5  20.2  62.5  

　医療，福祉 100.0  47.5  47.5  23.3  38.2  50.6  

　複合サービス事業 100.0  56.7  56.1  38.6  36.3  38.7  

　サービス業（他に分類されないもの） 100.0  72.1  68.6  41.6  45.7  25.5  

注：1)　「事業所計」には、労働安全衛生法に基づく雇入れ時教育の実施の有無不明が含まれる。

区　　分 事業所計 
1)

労働安全衛生
法に基づく雇
入れ時教育を
実施している

実施している労働者の就業形態（複数回答）
労働安全衛生
法に基づく雇
い入れ時教育
を実施してい
ない

正社員 契約社員
パートタイム
労働者



 

 

(3) 高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組状況 

60歳以上の高年齢労働者が業務に従事している事業所のうち、エイジフレンドリーガイドライン

（「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」）を知っている事業所の割合は23.1％、う

ち高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は19.3％となっている。 

このうち、高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組内容（複数回答）をみると、「高年齢労

働者の特性を考慮した作業管理（高齢者一般に見られる持久性、筋力の低下等を考慮した高年齢労働

者向けの作業内容の見直し）」が56.5％と最も多く、次いで「個々の高年齢労働者の健康や体力の状

況に応じた対応（健康診断や体力チェックの結果に基づく運動指導や栄養指導、保健指導などの実施

など）」が45.9％となっている。（第８表） 

 

第８表 高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組の有無及び取組内容（複数回答）別事業所割合 

 

 
  

令和５年 （単位:％）

合 計 [ 77.7]  100.0  23.1  19.3  (100.0) ( 20.3)  ( 29.4)  ( 25.2)  ( 56.5)  ( 10.3)  ( 45.9)  ( 27.7)  ( 1.4)  3.8  

（事業所規模）

　1,000 人以上 [ 96.5] 100.0 62.1 53.7  (100.0) ( 27.3)  ( 29.7)  ( 62.5)  ( 55.2)  ( 19.1)  ( 66.1)  ( 31.8)  ( 0.8)  8.4 

　　500 ～ 999人 [ 99.6] 100.0 54.9 43.4  (100.0) ( 17.8)  ( 25.5)  ( 42.6)  ( 52.0)  ( 18.2)  ( 52.0)  ( 21.5)  ( 0.2)  11.3 

  　300 ～ 499人 [ 98.9] 100.0 55.0 41.6  (100.0) ( 25.8)  ( 25.0)  ( 35.9)  ( 57.2)  ( 18.9)  ( 63.0)  ( 29.3)  ( 1.7)  13.2 

　　100 ～ 299人 [ 97.3] 100.0 37.3 29.4  (100.0) ( 19.1)  ( 37.6)  ( 36.9)  ( 45.4)  ( 15.6)  ( 49.6)  ( 37.6)  ( 1.1)  7.6 

　 　50 ～　99人 [ 93.0] 100.0 29.8 24.7  (100.0) ( 22.0)  ( 42.7)  ( 42.7)  ( 55.6)  ( 8.7)  ( 57.1)  ( 29.2)  ( 0.8)  5.1 

　　 30 ～　49人 [ 84.4] 100.0 22.3 18.6  (100.0) ( 17.6)  ( 23.5)  ( 23.4)  ( 69.3)  ( 6.6)  ( 39.2)  ( 22.9)  ( 4.8)  3.6 

  　 10 ～　29人 [ 72.9] 100.0 20.3 17.2  (100.0) ( 20.6)  ( 26.8)  ( 18.9)  ( 55.1)  ( 10.4)  ( 43.7)  ( 27.1)  ( 0.7)  3.1 

注：1)　[　]は、全事業所を100とした60歳以上の高年齢労働者が業務に従事している事業所の割合である。
    2)　「エイジフレンドリーガイドラインを知っている」には高年齢労働者に対する労働災害防止対策の取組の有無不明が含まれる。
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(4) 外国人労働者に対する労働災害防止対策の取組状況 

在留資格を有する外国人労働者が業務に従事している事業所のうち、外国人労働者に対する労働

災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合は75.9％となっている。 

外国人労働者に対する労働災害防止対策の取組内容（複数回答）をみると、「外国人労働者に分か

る言語（母国語ややさしい日本語等）により災害防止の教育を行っている」が49.9％と最も多く、次

いで「災害防止のための指示などを理解できるように、必要な日本語や基本的な合図を習得させてい

る」が41.7％となっている。（第９表） 

 

第９表 在留資格を有する外国人労働者に対する労働災害防止対策の取組の有無 

及び取組内容（複数回答）別事業所割合 

 

令和５年 （単位:％）

合 計 [ 17.3]   100.0        75.9  49.9        41.7        17.6        27.8        24.3        27.4        23.9        1.5        22.7  

(100.0) ( 65.7)  ( 54.9)  ( 23.2)  ( 36.6) ( 32.0)  ( 36.1) ( 31.5)  ( 2.0)

（事業所規模）

　1,000 人以上 [ 63.7]  100.0        83.6        54.2        44.9        36.3        26.4        34.7        37.0        48.0        4.9        16.3  

(100.0) ( 64.8) ( 53.8) ( 43.4) ( 31.6) ( 41.6) ( 44.3) ( 57.5) ( 5.8)

　　500 ～ 999人 [ 58.6]  100.0        88.3        58.6        33.0        35.3        29.6        32.8        33.6        47.6        7.5        10.9  

(100.0) ( 66.3) ( 37.4) ( 40.0) ( 33.5) ( 37.1) ( 38.0) ( 53.9) ( 8.5)

  　300 ～ 499人 [ 41.8]  100.0        85.4        57.0        40.6        31.3        29.3        23.2        41.8        47.4        3.2        12.1  

(100.0) ( 66.7) ( 47.5) ( 36.7) ( 34.3) ( 27.2) ( 49.0) ( 55.5) ( 3.7)

　　100 ～ 299人 [ 44.5]  100.0        86.1        58.4        55.5        21.9        26.0        26.0        22.6        44.0        2.8        13.6  

(100.0) ( 67.8) ( 64.5) ( 25.4) ( 30.2) ( 30.2) ( 26.2) ( 51.1) ( 3.3)

　 　50 ～　99人 [ 22.9]  100.0        76.7        49.0        43.4        20.2        30.4        23.4        30.5        32.8        0.8        19.2  

(100.0) ( 63.9) ( 56.6) ( 26.4) ( 39.6) ( 30.6) ( 39.8) ( 42.8) ( 1.0)

　　 30 ～　49人 [ 18.8]  100.0        74.3        41.1        40.3        15.3        28.0        17.7        25.6        21.2        2.3        22.7  

(100.0) ( 55.4) ( 54.2) ( 20.6) ( 37.7) ( 23.9) ( 34.5) ( 28.5) ( 3.0)

  　 10 ～　29人 [ 14.0]  100.0        73.5        50.2        39.1        15.9        27.5        25.6        27.5        17.4        1.0        25.8  

(100.0) ( 68.3) ( 53.2) ( 21.6) ( 37.4) ( 34.9) ( 37.4) ( 23.7) ( 1.4)

注：1)　「外国人」とは、日本国籍を有しない者をいい、特別永住者を除く。
　　2)　[　]は、全事業所を100とした在留資格を有する外国人労働者が業務に従事している事業所の割合である。
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さ
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は
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必
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取
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せ
て
い
る
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４ 業種別労働災害防止対策に関する事項 

(1) 「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく措置の実施状況 

陸上貨物運送事業の事業所のうち、「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」

に基づく措置に取り組んでいる事業所の割合は87.1％となっている。 

このうち、取組内容（複数回答）をみると、「荷台からの墜落転落防止対策の実施（荷台への昇降

設備やプラットフォーム等の設置等）」が76.1％と最も多く、次いで「荷役作業の安全衛生教育の実

施」が66.8％となっている。（第10表） 

 

第 10 表 陸上貨物運送事業における「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン 

に基づく措置の実施の有無及び取組内容（複数回答）別事業所割合 

 

 

(2) 建設業における労働者の安全の確保に関するリスクアセスメントの取組の実施状況 

建設業の事業所のうち、労働者の安全の確保に関しリスクアセスメントに取り組んでいる事業所

の割合は90.9％となっている。 

このうち、取組内容（複数回答）をみると、「高所からの墜落・転落（２ｍ未満も含む。）」が93.9％

と最も多く、次いで「作業に用いる建設機械等の危険性」が90.6％となっている。（第11表） 

 

第 11 表 建設業における労働者の安全の確保に関するリスクアセスメントの 

取組の実施の有無及び取組内容（複数回答）別事業所割合 

 

令和５年 （単位:％）

合 計 100.0  87.1  (100.0)  ( 41.1)  ( 76.1)  ( 66.1)  ( 51.7)  ( 66.8)  ( 1.4)  4.8  
（ 事 業 所 規 模）
　1,000 人以上 100.0  100.0  (100.0)  ( 66.7)  (100.0)  (100.0)  ( 83.3)  ( 83.3)  (    -)  -  
　　500 ～ 999人 100.0  90.1  (100.0)  ( 40.0)  ( 80.0)  (100.0)  ( 80.0)  (100.0)  (    -)  -  
  　300 ～ 499人 100.0  81.9  (100.0)  ( 22.0)  (100.0)  ( 93.5)  ( 78.0)  ( 78.0)  (    -)  -  
　　100 ～ 299人 100.0  82.2  (100.0)  ( 33.3)  ( 75.0)  ( 91.7)  ( 75.0)  ( 91.7)  (    -)  -  
　 　50 ～　99人 100.0  86.7  (100.0)  ( 17.2)  ( 75.8)  ( 65.6)  ( 52.9)  ( 59.9)  (    -)  -  
　　 30 ～　49人 100.0  93.4  (100.0)  ( 39.1)  ( 81.0)  ( 64.7)  ( 53.3)  ( 65.8)  (    -)  -  
  　 10 ～　29人 100.0  85.7  (100.0)  ( 46.4)  ( 74.6)  ( 64.7)  ( 49.2)  ( 66.6)  ( 2.2)  7.4  

    2)　(　)は、「「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく措置を取り組んでいる」事業所を100とした割合である。

区　　分

陸上貨物運
送事業の事

業所計 1)

「陸上貨物運送事業
における荷役作業の
安全対策ガイドライ
ン」に基づく措置に

取り組んでいる 2)

取組内容（複数回答）

注：1)　「陸上貨物運送事業の事業所計」には、陸上貨物運送事業における「陸上貨物運送事業における荷役作業の安全対策ガイドライン」に基づく
　　　措置の実施の有無不明が含まれる。

「陸上貨物
運送事業に
おける荷役
作業の安全
対策ガイド
ライン」に
基づく措置
に取り組ん
でいない

反復・定例的
に運搬を請け
負う荷主等と
の安全衛生協
議組織の設置

荷台からの墜
落転落防止対
策の実施（荷
台への昇降設
備やプラット
フォーム等の
設置等）

転倒による労
働災害の防止
対策の実施
（整理整頓、
床面の防滑対
策の実施等）

ロールボック
スパレット、
台車等を使用
して人力によ
る荷役作業を
行う場合にお
ける労働災害
防止対策の実
施

荷役作業の安
全衛生教育の
実施

その他

令和５年 （単位:％）

合 計 100.0  90.9  (100.0)  ( 93.9)  ( 90.6)  ( 83.0)  ( 72.5)  ( 81.9)  ( 3.1)  2.2  

（ 事 業 所規 模）

　1,000 人以上 100.0  90.5  (100.0)  (100.0)  (100.0)  (100.0)  (100.0)  ( 89.6)  ( 10.4)  -  

　　500 ～ 999人 100.0  80.2  (100.0)  (100.0)  (100.0)  (100.0)  (100.0)  (100.0)  ( 37.3)  -  

  　300 ～ 499人 100.0  85.0  (100.0)  (100.0)  ( 88.8)  ( 88.8)  (100.0)  ( 72.2)  (    -)  -  

　　100 ～ 299人 100.0  75.7  (100.0)  (100.0)  ( 94.3)  ( 94.3)  ( 88.5)  ( 94.3)  ( 22.7)  4.3  

　 　50 ～　99人 100.0  94.0  (100.0)  ( 97.5)  ( 97.4)  ( 96.1)  ( 89.8)  ( 89.8)  (    -)  4.8  

　　 30 ～　49人 100.0  92.5  (100.0)  ( 93.6)  ( 91.3)  ( 78.4)  ( 77.9)  ( 85.0)  ( 4.4)  3.1  

  　 10 ～　29人 100.0  90.9  (100.0)  ( 93.5)  ( 89.9)  ( 82.5)  ( 70.0)  ( 80.6)  ( 2.7)  1.9  

注：1)　「建設業の事業所計」には、建設業における労働者の安全の確保に関するリスクアセスメントの取組の実施の有無不明が含まれる。
    2)　(　)は、「労働者の安全の確保に関しリスクアセスメントに取り組んでいる」事業所を100とした割合である。

区　　分

建設業の
事業所計
1)

労働者の安全の確保
に関しリスクアセス
メントに取り組んで

いる 2)

取組内容（複数回答） 労働者の安
全の確保に
関しリスク
アセスメン
トに取り組
んでいない

高所からの
墜落・転落
（２ｍ未満
も含む。）

作業に用い
る建設機械
等の危険性

足場や型枠
支保工等の
仮設物の危
険性

感電・爆
発・火災等
の危険性

交通事故 その他



 

 

(3) 製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれ災害の防止の取組の実施状況 

製造業で、はさまれ・巻き込まれのおそれのある機械を保有している事業所のうち、機械によるは

さまれ・巻き込まれ災害の防止に取り組んでいる事業所の割合は98.6％となっている。 

このうち、取組内容（複数回答）をみると、「作業者に使用方法・取扱方法を教えている」が94.2％

と最も多く、次いで「注意喚起の標識を掲示等している」が65.4％となっている。（第12表） 

 

第 12 表 製造業における機械によるはさまれ・巻き込まれ災害の防止の取組の実施の有無 

及び取組内容（複数回答）別事業所割合 

 
 

(4) 林業における「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置の実

施状況 

林業の事業所のうち、「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措

置に取り組んでいる事業所の割合は92.7％となっている。 

このうち、取組内容（複数回答）をみると、「ガイドラインに定めるチェーンソーの取扱い方法等

の徹底」が96.2％と最も多く、次いで「ガイドラインに定めるかかり木処理における禁止事項の遵守

の徹底」が93.1％となっている。（第13表） 

 

第 13 表 林業における「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に 

基づく措置の有無及び取組内容（複数回答）別事業所割合 

 

令和５年 （単位:％）

合 計 100.0  80.9  (100.0)  ( 98.6)  <100.0>  < 44.2>  < 54.8>  < 31.3> < 65.4>  < 94.2>  < 3.7>  ( 1.4) 6.3 
（事業所規模）
　1,000 人以上 100.0 90.2 (100.0) (100.0) <100.0> < 99.5> < 91.8> < 82.6> < 97.7> < 99.6> < 4.8> (    -) 1.5 
　　500 ～ 999人 100.0 91.9 (100.0) (100.0) <100.0> < 96.6> < 87.9> < 71.2> < 99.8> < 97.7> < 1.4> (    -) 2.3 
  　300 ～ 499人 100.0 93.2 (100.0) (100.0) <100.0> < 87.1> < 90.1> < 61.5> < 93.2> < 94.3> < 4.5> (    -) 0.6 
　　100 ～ 299人 100.0 88.3 (100.0) (100.0) <100.0> < 71.5> < 71.2> < 54.7> < 89.3> < 94.4> < 2.5> (    -) 2.3 
　 　50 ～　99人 100.0 92.5 (100.0) ( 99.8) <100.0> < 58.1> < 58.8> < 37.4> < 79.5> < 96.3> < 7.0> ( 0.2) 2.1 
　　 30 ～　49人 100.0 80.6 (100.0) ( 98.6) <100.0> < 42.5> < 53.5> < 27.6> < 68.9> < 92.7> < 2.6> ( 1.4) 6.9 
  　 10 ～　29人 100.0 76.8 (100.0) ( 98.0) <100.0> < 33.6> < 49.4> < 24.7> < 55.0> < 93.9> < 3.4> ( 2.0) 7.9 

注：1)　「製造業の事業所計」には、はさまれ・巻き込まれのおそれのある機械の保有状況不明が含まれる。

    3)　<　>は、機械によるはさまれ・巻き込まれ災害の防止を取り組んでいる事業所を100とした割合である。
    2)　(　)は、「はさまれ・巻き込まれのおそれのある機械を保有している」事業所を100とした割合である。

区　　分

製造業
の事業

所計 1)

はさまれ・巻き
込まれのおそれ
のある機械を保

有している 2)

はさま
れ・巻き
込まれの
おそれの
ある機械
を保有し
ていない

機械のリ
スクアセ
スメント
を実施し
ている

取り組ん
でいない

取組内容（複数回答）

その他取り組んでいる 3)

機械によるはさまれ・巻き込まれ災害の防止の取組の有無

機能安全
を活用し
た機械を
導入して
いる

わかりや
すい取扱
説明書を
作成して
いる

注意喚起
の標識を
掲示等し
ている

作業者に
使用方
法・取扱
方法を教
えている

令和５年 （単位:％）

合 計 100.0  92.7  (100.0)  ( 84.9)  ( 87.3)  ( 81.2)  ( 93.1)  ( 96.2)  ( 6.4)  2.9  

（ 事 業 所 規 模 ）

　1,000 人以上 -  -  (    -)  (    -)  (    -)  (    -)  (    -)  (    -)  (    -)  -  

　　500 ～ 999人 -  -  (    -)  (    -)  (    -)  (    -)  (    -)  (    -)  (    -)  -  

  　300 ～ 499人 -  -  (    -)  (    -)  (    -)  (    -)  (    -)  (    -)  (    -)  -  

　　100 ～ 299人 100.0 * 100.0 * (100.0) * (100.0) * (100.0) * (100.0) * (100.0) * (100.0) * (    -) * - *

　 　50 ～　99人 100.0  92.3  (100.0)  ( 83.3)  ( 91.7)  ( 91.7)  (100.0)  (100.0)  ( 8.3)  -  

　　 30 ～　49人 100.0  100.0  (100.0)  ( 84.0)  ( 96.0)  ( 84.0)  ( 96.0)  ( 96.0)  ( 4.0)  -  

  　 10 ～　29人 100.0  91.4  (100.0)  ( 85.1)  ( 85.1)  ( 79.7)  ( 91.9)  ( 95.9)  ( 6.8)  3.7  

注：1)　「林業の事業所計」には、林業における「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置の有無不明が含まれる。
    2)　(　)は、「「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイドライン」に基づく措置に取り組んでいる」事業所を100とした割合である。

区　　分
林業の事業

所計 1)

「チェーンソーによる
伐木等作業の安全に関
するガイドライン」に
基づく措置に取り組ん

でいる 2)

取組内容（複数回答）
「チェーン
ソーによる
伐木等作業
の安全に関
するガイド
ライン」に
基づく措置
に取り組ん
でいない

事前調査の
実施、作業
計画の作成

リスクアセ
スメントの
実施

作業指揮者
の配置

ガイドライ
ンに定める
かかり木処
理における
禁止事項の
遵守の徹底

ガイドライ
ンに定める
チェーン
ソーの取扱
い方法等の
徹底

その他



 

 

５ 化学物質のばく露防止対策に関する事項 

(1) 化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの実施状況 

化学物質を取り扱っている（製造、譲渡・提供、使用）事業所の割合は10.3％[令和４年調査9.7％]

となっている。 

労働安全衛生法第57条の２に該当する化学物質を使用している事業所のうち、リスクアセスメン

トをすべて実施している事業所の割合は58.2％[同69.6％]、同条には該当しないが、危険有害性があ

る化学物質（労働安全衛生法第28条の２第１項の規定に基づいてリスクアセスメントを行うことが

努力義務とされている化学物質）を使用している事業所のうち、リスクアセスメントをすべて実施し

ている事業所の割合は52.0％[同63.8％]となっている。（第14表） 

 

第 14 表 化学物質を取り扱う際のリスクアセスメントの実施状況別事業所割合 

 

 

(2) 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の容器・包装へのＧＨＳラベルの表示状況 

化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合は1.3％[令和４年調査1.0％]となっている。 

労働安全衛生法第57条に該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての

製品の容器・包装にＧＨＳラベルを表示している事業所の割合は94.9％[同71.8％]、同条には該当し

ないが、危険有害性がある化学物質（労働安全衛生規則第24条の14で譲渡・提供者に危険有害性の表

示が努力義務とされている化学物質）を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべての製品の

容器・包装にＧＨＳラベルを表示している事業所の割合は73.6％[同80.9％]となっている。（第15表） 

 

第 15 表 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の容器・包装へのＧＨＳラベルの 

表示状況別事業所割合 

 

令和５年 （単位:％）

令和５年

労働安全衛生法第57条の２に該当する化学物質 100.0  75.5 (100.0)  ( 58.2)  ( 34.6)  ( 7.3)  8.2  

労働安全衛生法第57条の２には該当しないが、
危険有害性がある化学物質

100.0
 

47.3 (100.0)  ( 52.0)  ( 37.1)  ( 10.8)  11.2  

令和４年

労働安全衛生法第57条の２に該当する化学物質 100.0  78.5 (100.0) ( 69.6) ( 25.0) ( 5.4) 6.7  

労働安全衛生法第57条の２には該当しないが、
危険有害性がある化学物質

100.0
 

46.5 (100.0) ( 63.8) ( 25.0) ( 11.2) 6.6  

注：1)　[　]は、全事業所を100とした化学物質を取り扱っている（製造、譲渡・提供、使用）事業所の割合である。

[ 10.3]

　　2)　「化学物質を取り扱っている（製造、譲渡・提供、使用）事業所計」には、該当する化学物質を使用（製造、譲渡・提供を含む）しているかわからない
　　　及び不明が含まれる。

　　3)　(　)は、「該当する化学物質を使用（製造、譲渡・提供を含む）している」事業所を100とした割合である。

化 学 物 質 の 種 類

化学物質を取り扱ってい
る（製造、譲渡・提供、

使用）事業所計 1)2)

リスクアセスメントの実施状況

すべて実施して
いる

一部実施してい
る

全く実施してい
ない

該当する化学物質を使
用（製造、譲渡・提供

を含む）している 3)

該当する化学物
質を使用（製
造、譲渡・提供
を含む）してい
ない

[ 9.7]

令和５年 （単位:％）

令和５年

労働安全衛生法第57条に該当する化学物質 100.0  61.1  (100.0)  ( 94.9)  ( 2.0)  ( 0.4)  ( 2.7)  20.7

労働安全衛生法第57条には該当しないが、
危険有害性がある化学物質

100.0  57.5  (100.0)
 

( 73.6)
 

( 12.8)
 

( 2.5)
 

( 11.1)
 

16.8  

令和４年

労働安全衛生法第57条に該当する化学物質 100.0 72.3 (100.0) ( 71.8) ( 15.7) ( 9.0) ( 3.5) 11.2

労働安全衛生法第57条には該当しないが、
危険有害性がある化学物質

100.0 51.4 (100.0) ( 80.9) ( 2.5) ( 13.7) ( 2.8) 4.8

注：1)　[　]は、全事業所を100とした化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合である。

    3)　(　)は、「該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している」事業所を100とした割合である。
    2)　「化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所計」には、該当する化学物質を製造又は譲渡・提供しているかわからない及び不明が含まれる。

化 学 物 質 の 種 類

ＧＨＳラベルの表示状況

すべての製品
に表示してい
る

一部の製品に
表示している

譲渡・提供先
から求めがあ
れば表示して
いる

全く表示して
いない

[ 1.3]

化学物質を製造又は譲
渡・提供している事業所

計 1)2)
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(3) 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の安全データシート（ＳＤＳ）の交付状況 

労働安全衛生法第57条の２に該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、すべ

ての製品に安全データシート（ＳＤＳ）を交付している事業所の割合は89.7％[令和４年調査43.2％]、

同条には該当しないが、危険有害性がある化学物質（労働安全衛生規則第24条の15で譲渡・提供者に

危険有害性の通知が努力義務とされている化学物質）を製造又は譲渡・提供している事業所のうち、

すべての製品に安全データシート（ＳＤＳ）を交付している事業所の割合は75.6％[同54.9％]となっ

ている（第16表）。 

 

第 16 表 化学物質を製造又は譲渡・提供する際の安全データシート（ＳＤＳ）の 

交付状況別事業所割合 

 
  

令和５年 （単位:％）

令和５年

労働安全衛生法第57条の２に該当する化
学物質

100.0  61.1  (100.0)  ( 89.7)  ( 1.3)  ( 6.5)  ( 2.5)  20.7  

労働安全衛生法第57条の２には該当しな
いが、危険有害性がある化学物質

100.0  57.5  (100.0)  ( 75.6)  ( 12.7)  ( 7.9)  ( 3.9)  16.8  

令和４年

労働安全衛生法第57条の２に該当する化
学物質

100.0 72.3 (100.0)  ( 43.2)  ( 1.5)  ( 47.2)  ( 8.1)  11.2

労働安全衛生法第57条の２には該当しな
いが、危険有害性がある化学物質

100.0 51.4 (100.0)  ( 54.9)  ( 3.0)  ( 25.2)  ( 16.9)  4.8

注：1)　[　]は、全事業所を100とした化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所の割合である。
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    2)　「化学物質を製造又は譲渡・提供している事業所計」には、該当する化学物質を製造又は譲渡・提供しているかわからない及び
　　　不明が含まれる。

    3)　(　)は、「該当する化学物質を製造又は譲渡・提供している」事業所を100とした割合である。
　　4)　「すべての製品に交付している」には、過去に交付済みの製品で引き続き同製品を製造又は譲渡・提供するにあたり、相手方の
　　　承諾を得て交付していない場合が含まれる。

[ 1.0]


